
事業主は 65 歳までの雇用を確保する措置を講じる義務に加え、65 歳から
70 歳までの就業を確保する措置を講じることが努力義務に。雇用によらない
措置として、創業支援等措置も新設。
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ライフプランを考えるときに知っておきたい話題を取り上げて解説します

改
正
に
向
け
た
背
景
と
動
き
　

　

日
本
で
は
、
少
子
高
齢
化
の
急
速
な
進
展
に
よ

り
、
約
50
年
後
ま
で
に
高
齢
化
率
が
10
％
程
度
上

昇
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、

医
療
技
術
の
発
展
に
伴
い
、
高
齢
期
の
身
体
機
能

は
こ
こ
10
年
強
で
５
歳
若
返
っ
て
お
り
、
世
界
有

数
の
健
康
寿
命
の
水
準
を
維
持
し
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
高
年
齢
者
の
約
６
割
が
65
歳
を
超
え
て
就

業
を
希
望
し
て
い
る
こ
と
や
多
様
な
就
労
形
態
の

ニ
ー
ズ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
働
く

意
欲
が
あ
る
高
年
齢
者
が
そ
の
能
力
を
十
分
に
発

揮
で
き
る
環
境
整
備
は
、経
済
社
会
の
活
力
を
維
持

す
る
た
め
に
も
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
全
世
代
型
社
会
保
障
改
革
の

１
つ
と
し
て
、
70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
の
確
保
を

図
り
、
多
様
な
選
択
肢
を
整
え
る
こ
と
に
向
け
て

政
府
で
議
論
が
行
わ
れ
、「
成
長
戦
略
実
行
計
画
」

（
令
和
元
年
６
月
21
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
法

整
備
を
含
め
た
全
体
の
方
針
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、労
働
政
策
審
議
会
に
お
い
て
具
体
的
な

議
論
を
行
い
、
国
会
に
お
け
る
法
案
審
議
を
経
て
、

令
和
２
年
３
月
に
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
（
以
下
、

「
高
齢
法
」
と
し
ま
す
）
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
般
の
改
正
高
齢
法
は
令
和
３
年
４
月
か
ら
施

行
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
改
正
高
齢
法
の
措
置
に
つ

い
て
、
公
務
員
は
対
象
外
で
あ
る
た
め
、
ご
留
意

く
だ
さ
い
。現

行
の

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
と
は

　
「
高
年
齢
者
雇
用
制
度
」
は
、
厚
生
年
金
の
支
給

開
始
年
齢
の
引
上
げ
の
動
き
を
踏
ま
え
て
変
化
を

遂
げ
て
き
ま
し
た
。
昭
和
61
年
の
高
齢
法
制
定

以
降
、
60
歳
未
満
の
定
年
禁
止
や
高
年
齢
者
雇
用

確
保
措
置
の
創
設
と
い
っ
た
制
度
改
正
は
、
施
行

状
況
等
を
踏
ま
え
て
、
事
業
主
へ
の
努
力
義
務
化

と
い
う
形
か
ら
次
第
に
義
務
化
さ
れ
て
い
き
、
現

行
の
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

現
行
で
は
、
事
業
主
は
60
歳
を
下
回
っ
て
定
年

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
上
で
、
事
業
主
は

65
歳
ま
で
雇
用
を
確
保
す
る
高
年
齢
者
雇
用
確
保

措
置
を
講
じ
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。し
た
が
っ
て
、

65
歳
未
満
の
定
年
の
定
め
を
し
て
い
る
事
業
主
に
は
、

①
65
歳
ま
で
の
定
年
年
齢
の
引
上
げ

②
65
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
の
導
入

③
定
年
制
の
廃
止

の
う
ち
、
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
て
い
た
だ
く

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
２
年
６
月
時
点
で
雇
用
確
保
措
置
を
講
じ

て
い
る
企
業
の
う
ち
、
継
続
雇
用
制
度
を
導
入
し

て
い
る
企
業
は
約
76
％
で
あ
り
、
雇
用
確
保
措
置

と
し
て
定
年
制
度
よ
り
継
続
雇
用
制
度
を
講
じ
る

企
業
の
方
が
多
い
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法

に
つ
い
て

　
　

　

今
般
の
改
正
高
齢
法
に
よ
り
、
65
歳
か
ら
70
歳

ま
で
の
就
業
機
会
を
確
保
す
る
高
年
齢
者
就
業
確

保
措
置
を
講
じ
る
努
力
義
務
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
既
存
の
雇
用
確
保
措
置
の
上
限

を
70
歳
に
引
き
上
げ
る
形
で

①
70
歳
ま
で
の
定
年
年
齢
の
引
上
げ

②
70
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
の
導
入

③
定
年
制
の
廃
止

と
い
っ
た
雇
用
に
よ
る
措
置
に
加
え
て
、

④�

継
続
的
に
高
年
齢
者
と
業
務
委
託
契
約
を
締
結

す
る
制
度
の
導
入

２
０
２
１
年
４
月
か
ら

「
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
」
が
施
行

厚生労働省職業安定局
高齢者雇用対策課

高齢者雇用企画係長
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⑤�

高
年
齢
者
が
社
会
貢
献
事
業
（
不
特
定
か
つ
多

数
の
者
の
利
益
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

事
業
）
に
継
続
的
に
従
事
で
き
る
制
度
の
導
入

と
い
っ
た
雇
用
に
よ
ら
な
い
措
置
を
創
業
支
援
等

措
置
と
し
て
新
設
し
、
事
業
主
は
い
ず
れ
か
の
措

置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

①
～
③
の
雇
用
に
よ
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
従

来
の
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
と
同
様
の
選
択
肢

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
ス
キ
ー
ム
を
引
き
続
き
ご

活
用
い
た
だ
く
こ
と
が
可
能
で
す
が
、
今
般
の
改

正
に
伴
い
、
②
の
継
続
雇
用
制
度
で
は
65
歳
以
降

は
特
殊
関
係
事
業
主
以
外
の
他
社
で
も
継
続
雇
用

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　

雇
用
に
よ
ら
な
い
創
業
支
援
等
措
置
に
つ
い
て

は
、
④
⑤
の
２
つ
の
選
択
肢
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

　

④
の
継
続
的
に
高
年
齢
者
と
業
務
委
託
契
約
を

締
結
す
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
65
歳
以
降
の
場
合
、

高
年
齢
者
と
の
間
で
雇
用
契
約
で
は
な
く
業
務

委
託
契
約
を
締
結
す
る
も
の
で
す
。

　

⑤
の
高
年
齢
者
が
社
会
貢
献
事
業
に
継
続
的
に

従
事
で
き
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
が
自
ら

実
施
す
る
社
会
貢
献
事
業
か
、
事
業
主
が
委
託
、

出
資
等
す
る
団
体
等
が
実
施
す
る
社
会
貢
献
事
業

に
高
年
齢
者
に
従
事
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　

創
業
支
援
等
措
置
は
雇
用
で
は
な
い
の
で
、
そ
の

働
き
方
に
労
働
関
係
法
令
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
創
業
支
援
等
措
置
を
使
用
従
属
関
係

な
ど
の
労
働
者
性
が
認
め
ら
れ
る
働
き
方
で
実
施

し
て
い
る
場
合
、
改
正
高
齢
法
の
趣
旨
に
反
す
る

も
の
と
し
て
行
政
指
導
の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で

ご
留
意
く
だ
さ
い
。そ
の
場
合
、創
業
支
援
等
措
置

と
し
て
で
は
な
く
、
雇
用
に
よ
る
措
置
に
切
り
替
え

る
か
、
措
置
の
内
容
の
改
善
・
見
直
し
が
求
め
ら
れ

ま
す
。
創
業
支
援
等
措
置
を
導
入
す
る
場
合
は
、

事
業
主
に
お
い
て
導
入
手
続
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
事
業
主
は
業
務
の
内
容
や
支
払
う
金
銭
、

契
約
を
締
結
す
る
頻
度
や
契
約
の
変
更
・
終
了
に

関
す
る
事
項
等
の
詳
細
を
計
画
に
盛
り
込
ん
で
作

成
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

次
に
、
本
計
画
に
つ
い
て
は
、
事
業
場
に
お
い
て

労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
（
以
下
、

「
過
半
数
労
働
組
合
」）
等
の
同
意
を
得
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
際
に
は
、
創
業
支
援
等
措
置
が

雇
用
に
よ
ら
な
い
措
置
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に

本
計
画
を
定
め
る
こ
と
及
び
高
年
齢
者
就
業
確
保

措
置
と
し
て
創
業
支
援
等
措
置
を
選
択
す
る
理
由

に
つ
い
て
、
十
分
に
説
明
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。
そ
の
後
、
常
に
労
働
者
等
が
本
計
画
を
確

認
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
の
確
保
を
図
る
上
で
、

65
歳
以
降
は
年
金
が
支
給
さ
れ
る
と
と
も
に
、就
労

に
対
す
る
考
え
方
や
体
力
等
の
個
人
差
が
大
き
く

な
り
ま
す
。
各
々
の
高
年
齢
者
が
自
身
の
特
性
や

意
欲
に
応
じ
て
65
歳
以
降
の
働
き
方
を
選
択
で
き

る
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
雇
用

に
よ
ら
ず
柔
軟
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
創
業
支
援

等
措
置
は
働
き
方
の
選
択
肢
の
拡
大
に
資
す
る
措

置
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
創
業
支
援
等
措
置
に
よ
る
就
業
は
労

働
関
係
法
令
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
や
、
高
年
齢

者
に
と
っ
て
は
従
前
と
は
異
な
る
就
業
形
態
と
な

る
こ
と
か
ら
、
労
使
双
方
と
も
に
制
度
を
適
切
に

理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

高
年
齢
者
が
社
会
で
活
躍
で
き
る

環
境
の
実
現
に
向
け
て

　
　

　

今
般
の
改
正
高
齢
法
に
よ
る
高
年
齢
者
就
業

確
保
措
置
は
あ
く
ま
で
も
事
業
主
の
努
力
義
務
で

す
。
そ
の
た
め
、
高
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
を

講
じ
て
い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
従
来
の
雇
用
確

保
措
置
の
未
実
施
企
業
に
対
す
る
勧
告
や
公
表
の

よ
う
な
行
政
措
置
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
努
力
義
務
で
あ
る
た
め
定
年
年
齢
の
引

上
げ
等
を
除
き
、
高
年
齢
者
に
つ
い
て
基
準
を
設

け
て
対
象
者
を
限
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、

恣
意
的
な
基
準
や
関
係
法
令・公
序
良
俗
に
反
す

る
基
準
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て

制
度
の
周
知
・
啓
発
を
適
切
に
実
施
し
、
理
解
促

進
を
図
っ
て
い
く
こ
と
で
、
適
切
な
就
業
が
確
保

さ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

全
国
の
地
方
労
働
局
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、

高
年
齢
者
雇
用
に
つ
い
て
の
相
談
支
援
等
を
行
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
積
極
的
に
ご
活
用
い
た
だ
き

な
が
ら
、
高
年
齢
者
が
社
会
で
活
躍
で
き
る
環
境

の
実
現
に
向
け
て
、
検
討
や
制
度
設
計
等
の
取
組

を
進
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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